
外出のさらなる自粛を!!

４月７日に新型コロナウイルス感染症に係る「緊急事態宣言」が兵庫県をはじめ７

都府県に発令されてから６日経過しましたが、依然として県内の感染は拡大を続けて

います。

今、日本は戦後最大の危機を迎えています。国内の感染症の感染者は７,０００例

を超え、県内においても増加し続けており、４００例に迫る勢いであります。

こうした状況の中、４月１２日、兵庫県知事より「外出のさらなる自粛」の要請が

なされました。人と人との接触を最低７割、極力８割削減を実現するため、今一度、

自らの行動を見直し、生活維持に必要な場合を除き、みだりに居宅等から外出しない

こと、帰省、旅行、会合を控える、特に、接客を伴う飲食店、カラオケ等の利用を控

えるようにとの要請であります。これに従い、新型インフルエンザ等対策特別措置法

による休業要請を行う施設も示され、施設に対し休業要請が行われています。相生市

におきましても、この要請に従い対応していくこととなります。

現在、相生市内での感染例は確認されておりません。これからも、皆様のご協力を

頂きながら、引き続き兵庫県知事の要請に従い、感染拡大の防止に向け、迅速に対応

してまいります。なお、相生市の取組み状況につきましては、全戸配布のチラシ、市

ホームページで随時発信しますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

市民の皆様には、多大なご不便、不都合をおかけすることとなりますが、ご自身の

健康、安全面の確保のため、この緊急事態を少しでも早く終わらせるため、感染拡大

の防止にご理解、ご協力をお願いいたします。

令和２年４月１３日

相生市新型コロナウイルス対策本部 本部長


